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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要約

　一時保護所は、単に子どもの緊急保護のみならず、子どもの援助内容決定のための行動観察や短期の生活

環境的治療などの機能を持っている。被虐待等の問題を抱えた子どもが急増するなかで、対応困難なケース

の問題も指摘されている。だが、職員配置やサービス提供の困難性についてこれまで十分な調査研究が行わ

れてきたとは言い難い。本調査では職員のストレスの現状を把握することにより、職員の適正配置や求めら

れる専門性等について明らかにすることを目的とした。

　関東近辺の2カ所の児童相談所の一時保護所にてヒアリング調査を実施し、職員の持っべき専門性や職員

配置に起因する問題点やストレスについて把握した。ヒアリングの結果を受けて、児童相談所単位で状況を

把握する所票（A票）と、一時保護所職員単位で状況を把握するための個票（B票）を作成し、標準化された

マスラックバーンアウト尺度により、一時保護所職員のストレスとその構造、及び混合ケア、職員配置、勤
務状況や職務歴などとの関連にっいて分析を行った。
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A Study of Care Workers' Job Duty and Stress
in Temporary Care Shelters for Children in Child Guidance Centers ��

Shigehiro TAKAHASHI, et a1.

Abstract : A temporary care shelter is a place where abused and delinquent children are housed and cared for when they ��

are separated from their families. Although problems of improper placements of staff in these institutions and of staff ��

being not provided with adequate support services have been pointed out, no anaiysis on these issues have been carried ��

out thus far. This research aims to identify and clarify the appropriateness of staff placements and the professional skills ��

necessary for staff in these institutions by assessing the stress experienced by front line workers. ��

We identified required skills for front line workers, issues related to staj~ placement, and work related stress through ��

interview surveys at two temporary care shelters in Kanto area. Based on our interview survey data, we developed an ��

assessment sheet for child guidance centers, and for individual staff working in temporary care shelters to assess their ��

work environments. We then used standardized MBI and analyzed the relationships between stress, mixed placement, ��

posting, working condition and their careers. ��

Keywords: temporary care shelter, child guidance centre, duty, stress ��
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1．研究背景

　一時保護所は児童福祉法第12条の4に規定された施

設で、その後のサービスが決まるまで、必要と認められ

る場合に保護を行う役割が求められている。昨今の子ど

も虐待件数等の増加により、とくに都市部での定員不足

が指摘されている。一時保護所は、家庭から子どもが引

き離されて、初めて入所する施設であり、子どもの持つ

特徴や問題行動が把握されていない状態でのサービス提

供を行う施設である。しかし、位置づけとしては、児童

養護施設に準ずるという規定があるのみで具体的な基準

等までは規定されていない。

　このような現状の中で主任研究者らは、2003年に一時

保護所の実態に関する全国調査iを行い、翌年の2004年

には第三者評価や権利擁護等の先進的なサービスを提供

している一時保護所へのヒアリング調査iiを行った。ま

た厚生労働省研究班等iiiでも研究が進められ現状把握や

子どもからみた一時保護所に対する意見、問題行動の発

生や設置基準等の案が示されているが、未だに配置基準

を考えるに十分なデーターが得られているとは言い難く、

一層の研究を進める必要性がある。

H．研究目的

　一時保護所には様々な課題があるが、その現状につい

て実態把握は充分とは言えない。そこで、これまで児童

福祉司等で実施してきた経緯のある標準化されたMBliv

を利用し、職員のストレスを把握する。子どもヘサービ

ス提供を行う職員のストレスを把握することにより、職

員の適正配置や求められる専門性等について提言を行う

ことを目的とした。

皿．研究方法

　まず、研究会にて研究方法を検討した結果、現状の調

査では一時保護所の問題自体を把握しきれてはいないた

め、改めて現状を検討し直す必要があるという結論に達

した。そこで、研究会にてブレインストーミングを実施

し、課題を検討すると共に、関東近辺の2カ所の児童相

談所にて、現状についてのヒアリング調査を実施した。

加えて、ヒアリング調査の結果から課題を整理し、アン

ケートを実施することとした。アンケートは、所表（A

票）と個票（B票）から構成し、児童相談所単位での間

題の把握と、一時保護所職員一人あたりのストレス、及

び属性の特徴を把握することにした。

　さらに、得られたアンケート結果について統計解析を

行い、MBIとストレス構造についての因子を把握すると

共に、混合ケア、職員配置、勤務状況や職務歴などとの

関連について分析を行い、尺度の各項目、因子との関連

を統計的に検討した。

　最終的に、職員の適正配置や求められる専門性等にっ

いて検討を行った。

N．研究結果

1．単純集計結果（所表・A票）

（1）管轄（面積、人口および児童人口）

　管轄地域の面積は、一児童相談所あたりの平均管轄面

積約2，998．78虚であるが、最大は17，923虚、最小は94

慮であり、児童相談所間の差は約272倍となっている。

また管轄人口は、一児童相談所あたり平均約896，180人

であるが、最大が7，749，000人、最小が69，000人であ

り、約29．2倍の開きがある。さらに管轄児童人口は、

最大937，000人と最小1LOOO人であり、約31，8倍の差

がある。なお、一児童相談所あたりの平均管轄児童人口

は約20，759人である。管轄地域の面積、人口および児

童人口ともに、各児童相談所問には大きな格差がある。

（表1－1～表1－7）

（2）入所定員と入所人数および入所日数

1）入所定員、最大入所人数と平均入所人数、平均入所

　　日数

　1カ所の一時保護所あたりの平均入所定員は約20人

であるが、最も多い一時保護所では50人定員であるの

に対して、最も少ない一時保護所では4人定員であり、

両者では約12倍の開きがある。一方、この入所定員に

対して最大入所人数は、平成王9年4月から平成20年1

月までの期問において、最も多かった一時保護所で66

人、最も少なかった一時保護所では2人となっている。

このことから、入所定員を超えて一時保護を実施せざる

を得ない一時保護所がある一方で、定員にも満たない状

況の一時保護所も存在していることがわかる。また一時

保護所の年間平均入所人数は、最大が5L1人、最小が

0．3人であり、入所定員を慢性的に超えて一時保護を実

施している一時保護所があることが明らかとなった。さ

らに年問平均入所日数では、最大で2ヶ月弱（53．7β）

であり、最小では1日に満たない（2日）である。（表1

－8～表1－15）

2）年齢別・種別別平均入所人数（平成20年3月1日

　　～3月7日）

　平成20年3月1日から同3月7目までの年齢別入所

人数は、「幼児」48人、「小学生」65人、「中学生以上」

68人である。「幼児」が他と比較して若干少なめとなっ

ているが、これは排泄等の身辺自立が概ねできている2

歳以上の幼児が、実務上の一時保護の対象となっており、

2歳以下の幼児は乳児院もしくは里親への一時保護委託

となっているためであると考えられる。なお、r小学生」、

「中学生以上」の男女別に大きな差異はみられない。

　同期間の種別別入所人数は、「養護」では「幼児」と「小

学生」がほぽ同数であり、「中学生以上」は両者の約半数
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となっている（「幼児」47人、「小学生」53人、「中学生

以上」27人）。このうち「虐待ゴは、実数で「小学生」

が若干多くなっているが、養護に占める割合別にみると、

　「中学生以上」で6割近く、「小学生」が5割強、「幼児」

は4割弱となっている（「幼児」17人、「小学生」28人、

　r中学生以上」16人）。

　「非行」（「幼児」1人、「小学生」4人、「中学生以上」

32人）、r障害」（「幼児」1人、r小学生」6人、「中学生

以上」17人）は、それぞれ中学生以上が大部分を占めて

いる。その他では、「小学生」と「中学生以上」がほぽ同

数を示している（「幼児」4名、「小学生」12人、「中学

生以上」玉6人）。なお、「養護」、「虐待」、「非行」、「障害」

ともに、「小学生」および「中学生以上」の男女別に大き

な差はない。（表1－16～表1－23）

（3）職員配置（勤務時間帯別×職種別）

　勤務時間帯別の各職種の平均配置人員数は、「常勤」は

午前10時に最も多い12人が配置されており、以降、夕

食時、深夜12時と減少する（午前10時12人、夕食時8

人、深夜12時5人）。この常勤のうちの「児童指導員」

と「保育士」では、「児童指導員」が午前10時12人、

夕食時8人、深夜12時5人と時間が進むにつれて人員

が減っていくのに対して、「保育士」は午前10時と夕食

時ではともに8人と変化がなく、深夜12時では5人と

なる。「嘱託職員」は、いずれの時問帯でも人員に増減は

なく、同様に児童福祉司も1人前後で時間帯による人員

配置の増減はない（「嘱託職員」：午前10時3人、夕食

時4人、深夜12時4人、r児童福祉司」：午前10時1．7

人、夕食時1人、深夜12時1人）。「非常勤・アルバイ

ト」は、午前10時8人から夕食時にかけて半数となる

が、深夜12時は同数である（午前10時8人、夕食時4

人、深夜12時4人）。「看護師」と「教員」は、ともに

午前10時2人、夕食時1人、深夜12時1人である。「心

理職員」は、午前m時1人で、以降夕食時、深夜12時

ともに配置されていない。（表1－24～表1－33）

（4）勤務体制

1）夜間勤務体制

　半数を超える一時保護所が「宿直体制」（43カ所、

53。8％）であり、約3割が「夜勤体制」（28カ所、35％）

となっている。つまり、半数以上の一時保護所では、夜

問業務は日中の一時保護業務とは別業務として捉えられ

ているということがいえる。

　このように夜間勤務体制は、宿直もしくは夜勤のいず

れかの体制をとっている一時保護所が約8割を占めてい

るが、宿直と夜勤の混合体制をとっている一時保護所も

6カ所ある。（表1唱4）

　また、80カ所中午後12時に嘱託職員、非常勤・アル

バイトのみが配置されている児童相談所が21カ所
（26．3％）あった。

2）夜間・休日の電話対応

　夜間・休日の電話対応が業務に含まれていない（対応

していない）一時保護所が約6割を占めている（45カ所、

56．3％）ものの、残りの約4割の一時保護所では一時保

護児童への日常生活支援を行いながら、電話対応も行っ

ている（30カ所、37．5％）。

　電話対応を行っている一時保護所のなかの平成20年2

月中の対応実績では、最も多い対応件数が223件であり、

対応時間は960時間にもおよんでいる。一時保護児童へ

の日常生活支援を中心とした一時保護所の本来業務が疎

かにならないか心配である。（表1－35～表1－39）

（5）判定会議および援助方針会議への出席

　一時保護所業務の中心は、一時保護児童への日常生活

支援を通した行動観察および行動診断である。一方、判

定会議や援助方針会議への出席は、一時保護児童とその

家族への支援の方法および内容に対して、この行動観察

および行動診断の結果を反映させていく重要な場である。

したがって、これらの会議への出席は、一時保護児童へ

の日常生活支援を通した行動観察および行動診断となら

んで重要な業務であるといえる。

　必要に応じて職員が出席している一時保護所が8割ち

かくを占めている（80カ所中65カ所、8L3％）が、職

員が出席していない一時保護所が80カ所中14カ所

（17．5％）ある。これらの一時保護所では、一時保護所

内の会議または児童福祉司および児童心理司との担当者

による会議等によって補っているものと考えられる。（表

40）

（6）一時保護所の環境改善にかかわる経費活用の有無

　平成18年度の補正予算において付けられた個別対応

が可能な一時保護所への環境改善を目的とした経費の活

用は、80カ所中14カ所（17．5％）の一時保護所に止ま

っており、約8割にあたる80カ所中55カ所（68．8％）

の一時保護所では活用されていない。

　この経費は、一時保護所の課題として従来から指摘さ

れてきた、虐待をうけた子どもや非行児童との混合ケア

状況の改善や対応が難しい一時保護児童への個別対応が

可能となるような居室等の環境改善・整備が目的である

だけに、積極的な活用が望まれる。（表41）

（7）外国籍および文化的背景を持った子どもへの対応

　2月中に対応した外国籍の子どもは3名であり、無国

籍および国籍不明の子どもへの対応はない。また外国籍

等の子どもを一時保護した場合の食事への配慮では、約

7割の一時保護所が特別な配慮は行っていない（44カ所

中37カ所、84．1％）。一方、宗教的な背景に配慮する必

要がある場合に特別な配慮をしている一時保護所が44

カ所中8カ所（20．5％）、子どもの文化的背景に合せた

食事を提供している一時保護所が44カ所中3カ所

（6，8％）と、約3割の一時保護所で外国籍等の子ども

の食事への配慮を実践している。さらに外国籍等の子ど

もの文化（宗教）に関する日常生活での配慮は、大部分

の一時保護所で特別な配慮は行われていない（43カ所中

36カ所、83．7％）一方で、一部もしくは全面的に特別な
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配慮を実践しているという一時保護所が43カ所中11カ

所（25．6％）もある。

　多くの一時保護所が、外国籍や宗教等文化的な背景を

持った子どもへの食事や日常生活に対して通常の対応を

しているなかで、常に特別な配慮をしている一時保護所

があることは、その実施方法も含めて、未実施の一時保

護所においても十分検討すべき内容であろう。（表42～

表44）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（村田一昭）

2、単純集計結果（個表）

（1）スーパービジョン体制（上司との関係）

　上司との関係は、回答が得られた544人のうちの約6

割がスーパービジョンの頻度や内容に概ね満足できてい

るという結果であった（「いつでも必要なときに上司から

的確な助言をしてもらえていると感じることが多い」

119人（21．9％）、「スーパーバイズを受ける時問は十分

に確保されていないが、上司から的確な助言をしてもら

えたと感じることが多い」178人（32．7％））。一方で、

「上司と話し合う時間がとれず、上司に頼り難い」82人

（15．1％）、「スーパーバイズはしてもらえるが、上司か

ら的確な助言をしてもらえたと感じられない」52人

（9．6％）といった回答も3割ちかくあることから、必

ずしもすべての一時保護所でスーパービジョン体制が整

えられているとはいえない。（表2－2）

（2）時間外労働時間（平成20年2月現在）

　平成20年2月中の所定の勤務時間を越えて働いた時

間数（時間外労働時間）は、0時間（66人、王2．1％）か

ら60時間（3人、0．7％）まで幅広い結果となった。こ

のなかで最大の60時間を含む30時間以上は46人
（11．5％）おり、かなりの長時間労働をしている職員も

いることが明らかになった。（表2－3）

（3）有給休暇消化率（平成18年度現在）

　平成18年度中の有給休暇消化率は、366人から回答が

得られたが、まったく消化できなかった人（15人、2，8％）

から9割消化した人（15人、2．8％）まで幅広い結果と

なった。しかし、消化率5割以下が214人（60．8％）と

6割ちかくを占めており、多くの職員が有給休暇を消化

できていないことが明らかになった。（表2－4）

（4）体験の頻度

　一時保護所職員としての勤務を通した体験の頻度にっ

いて、22の質問項目に対して、それぞれ「一度もない：

封「1年に数回かそれ以下：2」「1ヶ月に1回かそれ

以下：3」qヶ月に数回：4」「1週問に1回：5」「毎

目：6」の6つの選択肢から回答を求めた。

　その結果、質問ごとに、次のような結果が得られた。

1）仕事で精神的に疲れ果てた感じがする

　「1ヶ月に数回」162人（29．8％）、「1週問に1回」86

人（15．8％）、「毎日」90人（16．5％）といった体験頻度

が多いことを示す選択肢群の数値を合算すると6割を超

えることから、多くの職員が精神的疲労を感じているこ

とがわかる。

2）一日の仕事が終わると疲れ果てた気持ちになる

　　「毎日」が142人（26．1％）と最も多いが、これに「1

ヶ月に数回」B7人（25．2％）、「1週間に1回」86人

　（15．8％）といった比較的体験頻度が多いことを示す選

択肢群の数値を加えると7割ちかくになる。1日の仕事

の終わりには、多くの職員が疲労感を抱いていることが

わかる。

3）朝起きたとき疲れを感じ、また同じ仕事に出かけな

　　ければと思う

　「1ヶ月に数回」115人（2L1％）、「1週問に1回」83

人（15．3％）、「毎日」86人（15．8％）といった体験頻度

が多いことを示す選択肢群の合算と、r一度もないJ　r1

年に数回かそれ以下」「「1ヶ月に1回かそれ以下」とい

った全く体験がないか、比較的体験頻度が少ないことを

示す選択肢群の合算がほぽ半数ずつとなった。

4）援助対象者が抱えている問題にその人がどのように

　　感じているか容易に理解できる

　体験頻度が多いことを示す選択群（「1ヶ月に数回」126

人（23．2％）、ヂ1週間に1回」106人（王9．5％）、「毎目」

77人（14．2％））で6割を超える。しかし、一方で26人

（4．8％）がドー度もない」と回答している。

5）あたかも援助対象者でないような扱い方をしている

　　自分に気づく

　「一度もない」とU年に数回かそれ以下」で8割を

超えており、体験頻度は低いといえる（「～度もない」・

317人（58．3％）、「1年に数回かそれ以下」124人

（22．8％））。しかし、3人（0，6％）が「毎日」と回答し

ており、メンタルケアの必要性が感じられる。

6）終日人と一緒に働くことは非常に気をつかう

　「一度もない」が78人（14．3％）にとどまっており、

頻度の差はあるものの多くの職員が他職員への気遣いを

していることがうかがえる。チーム対応による業務遂行

の難しさの一面といえよう。

7）援助対象者の問題に対し非常に効果的にかかわって

　　いる

　体験頻度の多いことを示す選択肢群の合算が6割を超

えている（「毎日」84人（15．4％）、「1週問に1回」102

人（18．8％）、「1ヶ月に数回」126人（23．2％））。普段

の業務に自信を持って臨んでいることがうかがえる。

8）仕事に燃え尽きてしまった気持ちである

　体験頻度の少ないことを示す選択肢郡の合算が7割を

超えている（「一度もない」198人（36．4％）、「1年に数

回かそれ以下」141人（25．9％）、「1ヶ月に1回かそれ

以下」64人（1L8％））。しかし、34人（6．3％）が「毎

目」と回答しており、バーンアウト症候群が疑われる。

9）仕事を通して、人の役に立っている

　体験頻度の多いことを示す選択肢群の合算が6割を超

えており、充実感を伴った仕事をしているといえる（「毎

6
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日」120人（22、1％）、「1週間に1回」74人（13，6％）、

　「1ヶ月に数回j118人（21．7％））。一方で、約4割は

体験頻度の少ないことを示す選択肢を回答しており、な

かでも26人（4．8％）は「一度もない」と回答している。

10）この仕事についてから人に対して冷淡になってきて

　　いる

　』度もない」249人（45．8％）、「1年に数回かそれ

以下」131人（24。1％）、「1ヶ月に1回かそれ以下」62

人（1L4％）といった体験頻度の少ないことを示す選択

肢群の合算が7割を超えている。

11）この仕事は自分の気持ちを無感覚にしてしまう気が

　　する

　体験頻度の少ない選択肢群の合算が8割を超えている。

（「一度もない」266人（48．9％）、「1年に数回かそれ以

下」127人（23．3％）、「1」ヶ月に1回かそれ以下」59人

（王0．8％））

12）元気はつらつ仕事をしている

　163人（30．0％）が「毎目」と回答しており、「1週間

に1回」127人（23．3％）、「1ヶ月に数回」105人（19．3％）

の体験頻度の多いことを示す選択肢群を合算すると8割

ちかくになる。質問⑨と同様に、充実感を伴って仕事を

していることがうかがえる。

13）仕事に欲求不満を感じている

　6つの選択肢のなかでは、「1年に数回かそれ以下」が

122人（22．4％）と最も多く回答されているが、体験頻

度の少ないことを示す選択肢群（「一度もないj61人

（11．2％）、「1ヶ月に1回かそれ以下」83人（15．3％））

の合算と体験頻度の多いことを示す選択肢群（r毎日」

71人（13．1％）、「1週間に1回」85人（15．6％）、「1ヶ

月に数回」106人（19。5％）の合算では、ほぽ半数ずつ

となる。

14）働きすぎだと思う

　体験頻度が多いことを示す選択肢群の合算が約半数と

なっている（「毎日」76人（14．0％）、「1週問に1回」

81人（14．9％）、「1ヶ月に数回3122人（22．4％））。

15）援助対象者に何が起ころうと全く気にしない

　「一度もない」410人（75。4％）が突出して多く、他

の体験頻度の少ないことを示す選択群（「1年に数回かそ

れ以下」67人（12．3％）、r1ヶ月に1回かそれ以下」24

人（4．4％））を合算すると9割を超える。

16）人と一緒に働くことは非常にストレスである

　「一度もない」147人（27．0％）が最も多いが、それ

に「1年に数回かそれ以下」143人（26，3％）、「1ヶ月に

1回かそれ以下」86人（15．8％）を加えると7割を超え、

比較的体験頻度が少ないということがいえる。

17）援助対象者と容易にくつろいだ雰囲気をつくること

　ができる

　q週間に1回」が163人（30．0％）と多く、それに

「毎目」129人（23．7％）とヂ1ヶ月に数回」129人（23．7％）

が続いており、これらで8割を超え、高い体験頻度を示

している。

18）援助対象者に働きかけたあと気分が高揚する

　「1年に数回かそれ以下U24人（22。8％）が最も多

く、次に「1ヶ月に1回かそれ以下」114人（2L　O％）

となっており、両者を合算すると約5割となる。全く体

験がないことを示すr一度もない」も2割近くを占めて

いることから、体験頻度は少ない項目であるといえる

　（r一度もない」85人（15，6％））。

19）多くの価値ある仕事をやり遂げている

　体験頻度の少ないことを示す選択肢群（「一度もない」

39人（7．2％）、「1年に数回かそれ以下」117人（2L5％）、

「1ヶ月に1回かそれ以下」117人（2L5％））と体験頻

度の多いことを示す選択肢群（「毎日」64人（1L8％）、

「1週問に1回」65人（1L9％）、「1ヶ月に数回」115

人（2L1％）が、ほぽ半数である。

20）自分の限界にきた感じがする

　11年に数回かそれ以下」150人（27．6％）、r一度も

ない」154人（28．3％）、「1ヶ月に1回かそれ以下」64

人（i1．8％）といった体験頻度の少ないことを示す選択

肢群で7割を超えている。しかし、r1ヶ月に数回」58

人（10．7％）、「1週問に1回」53人（9．7％）、「毎日」

45人（8．3％）と3割ちかくの人が、体験頻度が高いと

回答しており、特に「毎日」と回答した人はバーンアウ

ト症侯群が疑われる。

21）仕事上での精神的な問題に冷静に対処することがで

　　きる

　「1ヶ月に1回かそれ以下」m人（20。4％）と「1ヶ

月に数回」106人（19．5％）がほぽ同数を示しているが、

全体的には体験頻度の多いことを示す選択肢群に回答が

集まっている（「毎日」93人（17．1％）、r1週間に1回」

117人（2L5％））。

22）援助対象者が抱えている問題の解決について私を責

　　めているような気がする

　「一度もない」204人（37．5％）、「1年に数回かそれ

以下」153人（28．1％）、「1ヶ月に1回かそれ以下373

人（王3．4％）といった体験頻度の少ないことを示す選択

肢群に回答が集まっており、これらを合算すると8割を

超える。（表2－5）

（5）仕事をするなかで感じていること

　一時保護所職員としての勤務を通じて普段感じている

ことについて、49の質問項目に対して、「行なっていな

い：Oj　rまったく思わない：1」rあまり思わない：2」

「どちらともいえない：3」「思う：4」「大いに思う：

5」の6つの選択肢から回答を求めた。その上で選択肢

のr行っていない」を欠損値として扱い、回答の平均値

を求めた。

　平均値が4，0を超えた項目、つまり選択肢の「大いに

思うjに近い回答が多かった項目は、噛分の援助技術の

スキルアップを図りたいj（4。04）であった。さらに選

択肢の「思う」に近い回答が多かったことを示す平均値
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3．5以上は、「自分は一時保護所の仕事に誇りをもってい

る」（3．80）、「同僚たちは自分の仕事を支援してくれる」

　（3．76）、r休日・祝日の体制整備が必要である」（3．72）、

　ド直属の上司は自分の仕事を支援してくれる」（3。63）、

　「子どもへの援助が展開せず、何とかならないかとやる

せなくなる」（3．56）であった。

　一方、選択肢の「あまり思わない」に近い回答が多か

ったことを示す2．5以下は、「自分は、職場における児

童福祉司との待遇は同じであると感じている」（2．47）、

r職場の建物の構造や机・キャビネット・OA機器などの

内部備品が使いやすい配置になっている」（2．41）、噛

分は市民から支持されている」（2．37）、「多国籍等の他

の文化（宗教）的な背景を持つ子どもの二一ズに対応す

ることに負担を感じる」（2．35）、「困難ケースが入所し

た日など、勤務日以外に対応を求められる日がある」

（2．12）、「自分は子どもの家族（大人）から頼りにされ

ている」（2，10）、噛分は保護者から頼りにされている」

（2．07）、「自分は児童相談所の措置に対して訴訟を起す

と保護者に言われると不安になることがある」（2．03）、

「自分は対応困難な保護者に対する負担感が大きい」

（L83）、r自分は保護者等の大人への対応をしていて身

の危険を感じることが多い」（L68）であった。

　上述以外の33項目は、平均値が3．5～2，5で「どちら

ともいえない」に近い回答が多かったことを示していた。

（6）採用方式

　採用方式は、回答が得られた544人のうち、「保育士

採用」195人（35．8％）、「福祉専門職採用」124人（22．8％）、

「一般行政職採用」91人（16．7％）となっており、この

3つの採用方式で約8割を占めている。（表2－7）

（7）取得資格等

　既取得資格では、「保育士」が最も多く231人（42．5％）、

次いで「社会福祉主事」が179人（32。9％）、「教員免許」

114人（2LO％）となっている。（表2－8）

（8）大学での専攻

　大学での専攻は、回答が得られた445人のうち、r保

育学」が最も多く106人（19。5％）、次いで「その他」

が88人（16．2％）、「社会福祉学」が86人（15，8％）で

あった。また「非該当（大学に行っていない）」という回

答も78人（14．3％）あった。（表2－9）

（9）職歴

　社会福祉領域での勤務年数は、1年未満（27人、5．0％）

から最長41年（1人、0．3％）と幅広く分布しているが、

平均では15．6年になる。この社会福祉領域での勤務年

数のなかで、一時保護所での通算勤務経験年数は、平均

は4．4年であるが、1年未満（117人、2L5％）から最

長は35年（1人、0，3％）と分布は幅広い。また同様に

保育所勤務年数では、平均が3．8年となり、これも1年

未満（2人、0。4％）から最長31年（2人、L7％）まで

幅広く分布している。同じく一時保護所を除いた児童福

祉領域での通算勤務年数は、1年未満（7人、L3％）か

ら最長36年（1人、0．4％）と幅広く分布し、平均は12。6

年であった。これらのことから、一時保護所や保育所で

の勤務経験は少ないものの、児童福祉領域を含む社会福

祉領域での勤務年数では、10年以上のベテランといえる

職員が比較的多くいることがわかる。（表2－10一表2－13）

（10）年齢

　年齢は、544人から回答が得られたが、21歳から70

歳までの幅広く、平均は43．1歳であった。なお、60歳

以上は、非常勤、アルバイト、嘱託職員のいずれかが多

いものと考えられる。（表2－14、表3－6）

（11）　肇生別

　性別は、回答が得られた544人のうち、「男性」が2n

人（38．8％）、女性が328人（60．3％）、無回答が5人

（O．9％）であった。（表H5）

（12）雇用形態

　雇用形態では、回答が得られた544人のうち、r常勤」

が約8割を占めており（428人、78．7％）、以下、「嘱託

職員」が52人（9．6％）、「非常勤」が46人（8。5％）と

なっている。（表2－16）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（村田一昭）

3．統計解析結果

（1）MB董尺度

　聡1尺度の各因子について、それぞれその下位項目の

平均を算出したところ、情緒的消耗感3．33、脱人格化

L87、個人的達成感3．91であった。（表3－1）

（2）因子の把握

　回転を伴わない主因子法で因子分析を行ったところ、

項目として5つが妥当であるというデータが得られた。

そこで、改めて因子を5つとし、主因子法（プロマック

ス回転）によって、因子分析を行った。（表3－2）その結

果、5つの因子が確認でき、信頼性統計量は全て0．75以

上という高い値を示した。（表3－3）

　これらによって得られた因子にそれぞれ名前を付けた

ところ、咽子1：子どもや保護者に対する負担と悩み」、

「因子2：上司や同僚との連携や支持」、「因子3：職務

に対する自信と待遇」、「因子4：職務体制への不満」、「因

子5：職務への愛着と専門性」となった。

（3）閉Blと因子の関係

　MBIと因子分析で把握した各因子との関係を調べると、

表3－4のようになった。r情緒的消耗感」は、r因子1：

子どもや保護者に対する負担と悩み」、咽子4：職務体

制への不満」と正の相関が認められ、逆に「因子2：上

司や同僚との連携や支持」、「因子3：職務に対する自信

と待遇」、r因子5：職務への愛着と専門性」とは負の相

関が認められた。

　次に「脱人格化」は、「情緒消耗感」と同じく、「因子

王：子どもや保護者に対する負担と悩み」、「因子4：職務

体制への不満」と正の相関が認められ、逆に「因子2：

上司や同僚との連携や支持」、「因子3：職務に対する自
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信と待遇」、「因子5：職務への愛着と専門性」とは負の

相関が認められた。

　　「個人的達成感」は、そもそも逆転項目であり、「因子

2」、「因子3」、「因子5」について相関が認められ、r因

子王」と負の相関が認められた。（表3－4）

　これらの相関結果からMBI項目のr情緒的消耗感j　r脱

人格化」の2項と「因子1」「因子4」、MBI項臼の「個

人的達成感」とr因子2」、r因子3」、r因子5」の二つ

の相関する群があることがうかがわれた。

（4）閉団、および各因子と他の項目との関係

1）福祉専門職、保育士採用との関係

　採用方式において福祉専門職、および保育士採用に該

当するかどうかと、MBI、および各因子との関係をt検

定で調べた。その結果、「情緒的消耗感」「因子4」「因子

5」において有意に平均値の差が認められた。「情緒的消

耗感」では、r該当」（平均値13．45）に対し、r非該当」

（平均値：3．17）となり、福祉専門職、保育士採用の職

員のほうが約O．28高かった。「因子4」（差：0．25）、「因

子5」（差：0．20）でも同様の結果が得られた。（表3－5－

1－3－5－2）

2）上司との関係（スーパービジ嚢ン等）

　上司との関係は、「情緒的消耗感」「因子1」「因子2」

「因子4」と有意であった。いずれも的確な助言がして

もらえていたかどうか（「いつでも必要なときに上司から

的確な助言をしてもらえていると感じることが多い」rス

ーパーバイズを受ける時間は充分確保されていないが、

上司からの的確な助言をしてもらえたと感じることが多

い」）と的確な助言、あるいは助言を得られない場合で差

が大きかった。

　「情緒的消耗感」の低い群では8割を超える職員が概

ね満足を得られるスーパービジョンを得ていたのに対し

て、「情緒的消耗感」が中～高の群では約4割の職員が満

足なスーパービジョンを受けられていないと感じていた。

　「因子1：子どもや保護者に対する負担と悩み」では

負担感や悩みの低いと答えた職員の約5割が的確なスー

パービジョンをもらえていると感じていた。これはr因

子4：職務体制への不満」でも同じ傾向で、職務体制へ

の不満が低い職員は8割を超える職員がスーパービジョ

ンについて概ね満足できると回答していた。

　「因子2：上司や同僚との連携や支持」では連携がう

まくいっていると回答した職員の99％が比較的満足で

きるスーパービジョンを受けていると回答し、連携がう

まくいっていないと回答した職員の約64％が満足のい

くスーパービジョンを受けられないと回答しており、チ

ームとしての連携の善し悪しと適切なスーパービジョン

の有無は並行する傾向を示していた。（表3－7－1－3－7－4）

3）入所率

　入所率と「情緒的消耗感」で、統計的な有意が認めら

れた。入所率が30％に満たない場合、「情緒的消耗感」

がr高」の割合が3割に満たないのに対して、60％を超

えている場合、35％を超えている。一方、入所率が90％

以上の場合、「情緒的消耗感」が「低」の割合が22．4％

まで低くなっている。（表3－8）

4）一時保護所の規模（平均入所者数）

　一時保護所の規模（平均入所者数）との関係を相関分

析で調べたところ、表3－9のようになった。値としては

必ずしも高い相関係数とは言い難いものの、特に職員数

が少なくなる夜間において、職員1人あたりの子どもの

人数が多くなるほど、各因子の値も高くなる傾向が見ら

れた。

5）混合ケアの課題

①障審児の入所

　障害児の入所がある場合とない場合について、一元配

置分散分析で平均値の差を見たところ、夕食時点におい

て統計的に有意な差が得られた。（表3－10）

②非行児の入所の影響

　全ての児童相談所を含んで結果を調べたところ、有意

な結果は得られなかったが、入所率60％以上、あるいは

90％以上の一時保護所の場合、「情緒的消耗感」「因子4」

について有意な相関が得られた。入所率60％以上の児童

相談所に絞った場合よりも、入所率90％以上に絞った場

合に相関係数が高かったことから、混合ケアは特に入所

率が高くなった場合に職員が対応する場合の困難性が高

くなる、あるいはストレス要因となることが示唆された。

　　　　　　　　　（山本恒雄、申谷茂一、有村大士）

V．考察

（1）専門職採用

　専門職、および保育士採用とそれ以外の職員の各協1

尺度と因子について比較したところ、専門職、および保

育士採用は、「因子5：職務への愛着と専門性」が高い反

面、「清緒的消耗感」、「因子41職務体制への不満」が高

い傾向が見られた。これは職務への責任や自らの職務の

質の担保を求める傾向が強く、そのため一時保護所とい

う難しいケース対応の迫られる職場で精神的な消耗やジ

レンマを感じてしまう状況を示唆していると考えられる。

　児童相談所は子どもが保護されて最初に入ってくる施

設であり、集団生活に慣れていない子どもの入所が想定

される。虐待や非行など、それぞれが過酷な背景を持っ

て入所してきた子どもたちが、一時保護所で保護された

ことによって、新たに心の傷を負ったり、必要以上のス

トレスを感じたりすることは極力避ける必要がある。そ

のためにも、職務の内容や質に責任を負う傾向が強い専

門職の採用が進められる必要があろう。ただ逆に、より

敏感に責任ややるせなさを感じてしまう可能性が強いこ

とが示唆されるため、ストレスや心理的な状況に応じて、

そのストレス緩和のための方策を考えていく必要はあろ

う。同時に、因子4をみてみると、そのストレス緩和の

ための一つの方策が職場環境、子どもへのケア環境の改
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善であることが明らかであり、一時保護所という環境そ

のものの改善は子どもだけでなく、職員、あるいはそれ

ぞれの職員のケアの質の担保のためにも重要であろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（有村大士）

（2）スーパービジ襲ン

　職務において随時、適切なスーパービジョンを受けら

れるかどうかは、効果的な対人援助ならびにチームとし

ての職員のサポートにとって極めて重要な要素である。

今回の調査では、約6割が概ね満足できていると回答し

ているが、約3割は満足なスーパービジョンを受けられ

ていないと回答していた（2．（1〉）。

　MBIとの関係でみると、（4）の2）で述べたように、上

司との関係（スーパービジョン）は「情緒的消耗感」「因

子1：子どもや保護者に対する負担と悩み」咽子2：上

司や同僚との連携や支持」「因子4：職務体制への不満」

と有意に関係していたが、とりわけ注目されるのは、チ

ームとしての業務遂行にっいての職員の評価は相当部分、

適切なスーパービジョンの有無で決まる可能性があるこ

と、比較的満足のいくスーパービジョンを受けていると

感じていることと、職務上のストレスが低い状態、即ち

情緒的消耗感が低い、職務体制への不満が低い、といっ

た状態とが関係していたことである。

　これに比べるとストレスの高い群では、スーパービジ

ョンの満足度とストレスの間に大きな差は認められず、

一定以上のストレス状態に入ってしまうと、それは業務

の性質上、簡単には軽減できないストレス状態を呈し、

スーパービジョンの満足度だけでストレスに大きな差が

生じなくなる、ということかもしれない。

　この結果から見ると、職員のストレス増強の程度は業

務自体の状況によって左右されているとしても、常時適

切なスーパービジョン体制を確保しておくことが職員の

ストレス軽減にとって、また効果的で生産的なチーム運

営や業務遂行においては極めて重要であるということが

言える。

　どのような職場、また職種であっても、職務を遂行す

るにあたり、ストレスや負担がまったくないということ

はありえない。ストレスや負担を軽減する資源の1っと

して、適切な助言や支援を提供してくれる上司の存在は

非常に重要である。今回の調査では、必要なときに上司

から的確な助言をしてもらえないと感じている職員ほど、

子どもや保護者への援助に関する負担や悩みが高く、ま

た職務体制に対する不満が高いことが明らかになった。

このことから、一時保護所職員に対するスーパービジョ

ン体制の充実、さらにはスーパーバイザーの養成や確保

といったことが、改善すべき課題の1つとして挙げられ

る。

　　　　　　　　　　　　　（山本恒雄、伊藤嘉余子）

（3）入所率と一時保護所の規模

　入所率や平均入所者数が職員の情緒的消耗感に影響を

与えているのは当然のことといえる。入所率が高い状況

が慢性的に続いている一時保護所では、職員のストレス

も高い状態が慢性的に続くことになる。また、たとえ平

均入所者数が同じであっても、定員に対する充足率によ

って職員の負担感は大きく違ってくる。これらのことを、

まず認識しなければならない。しかしながら、本調査か

ら定員をかなりオーバーして保護せざるを得ない一時保

護所があったことが明らかになっている。

　入所率と職員の「情緒的消耗感」では、入所率60％を

境にr情緒的消耗感」の高低に有意な関係が認められて

いる。入所率60％以上になると4割弱の職員が「情緒的

消耗感」が高くなり入所率60％未満とは10ポイント以

上の差がみられている。特に「情緒的消耗感」の低い割

合の差が顕著になっており、入所率60％未満の場合は

40％～45％であるのに対し、入所率60％以上90％未満で

は36．2％、入所率90％以上になると22．4％にまで下が

っている（表3－8）。

　一時保護所は緊急で一時保護が発生することを常に想

定しておかなければならず、入所率に関しても、長期的

な生活を見込む入所型施設とは区別して考えなければな

らない。入所率が高い状況が続くと、緊急一時保護への

対応や、性別や年齢の偏り、保護理由などを踏まえた対

応に無理が生じてくるといえるだろう。そもそも、職員

配置やハード面などにおいて、一時保護所は児童養護施

設の基準に準じているが、それぞれの特性に応じた体制

の見直しが必要であると思われる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山屋春恵）

（4）混合ケア

　ー時保護所は、子どもの状況が十分に分からないまま、

最初に入所ケアを提供する施設であり、これまでも特に

被虐待児から非行児への被害など、一時保護所で複数の

特徴を持った子どもたちが同時に入所することによって

引き起こされる問題が話題に挙げられてきた。実際、東

京都などは、子どもの年齢や特徴に併せて、一時保護所

を分けるなど、子どもの特性に応じた一時保護所の選択

の例もある。しかし、一般的に乳幼児とそれ以上を分け

るなどの年齢別に分ける場合が見られるものの、実際に

は一時保護所の内部で、年齢、および性別によって生活

空間を区別しているのが実情といえよう。

　今回のデータは、職員の負担に焦点を当てたものであ

ったが、被虐待、障害、非行児の入所により、それぞれ

職員のストレスを高める傾向が確認できた。まず、障害

では、職員が比較的手薄になり、そして食事という具体

的にサービス提供の必要がある夕食時に、障害児の入所

があった場合に、職場環境に対しての不満が高まる傾向

が見られた。また「自分は障碍をもった子どもへのケア

に負担を感じることが多い」では、「大いに思う」「思う」

を併せて24．6％であるのに対して、より具体的に「発達

障がいをもった子どもへの対応に負担を感じることが多

い」（35．7％）「うまく言語化できない子が多く考えを汲

み取れないことに負担を感じる」（38．4％）と10％前後
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増加する。障害児が入所した場合、具体的に子どもへの

ケアの必要量の増加に併せて職員を配置することと、発

達障害等の対応の難しい子どもの増加が指摘されている

ため、専門性の高い職員の配置、あるいは心理職などの

配置が必要となるであろう。また、ケアの方法にっいて、

スーパーバイズやコンサルテーションを受けられる体制

の整備が望まれる。

　被虐待児と非行時の入所については、入所率が高くな

るほど、ストレスが高くなる傾向が明らかになった。入

所人数が多くなるほど、子ども間の相互作用は増加する。

特に被虐待や非行などの環境で生活した子どもは、力関

係に如実にさらされてきたことが考えられるため、より

力関係に依存した関係性の取り方をコミュニケーション

に取りがちであることは指摘されている。そのため、相

互作用にっいても必ずしも望ましい相互作用だけである

ことは考えにくい。生活単位が大きくなり、入所率が増

えれば増えるほど、職員が対応しなければならない子ど

も同士や職員と子どもの相互作用も増加する。このこと

から、子ども1人あたりの職員の人数、あるいは被虐待、

障害、非行児の入所人数だけでなく、入所率によっても

職員を加算するなどの必要性が示唆されよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（有村大士）
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